
 

平成21年 11月 4日 

消 費 者 庁 

 

就職活動中の学生を対象とした強引な英会話等の勧誘を巡る 

消費者トラブルへの対応について 
 

昨今、就職説明会や就職セミナーの会場近辺で、「就職活動に英会話は必

要ですか」などといった内容のアンケート調査を実施した上で、後日、大学

生などを呼び出し、英会話教室やリクルート講座を長時間にわたり強引に勧

誘するなどの消費者トラブルが増加しております。 

  

 今後、就職活動が本格化する時期を迎えることから、独立行政法人国民生

活センターにより注意喚起を行ったところですが（注）、これに加えて、勧誘

の対象が主として大学生であることにかんがみ、消費者庁では、文部科学省

を通じ、各大学等に、所属する学生に対する注意喚起の協力を要請いたしま

した。（別紙1として、消費者庁から文部科学省への要請文書、別紙2として、

文部科学省から各国公私立大学等への要請文書をそれぞれ添付。）また、併せ

て、各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課を通じ、消費生活センター

に対し、本件に関し、大学生などから消費者相談があった場合には適切に対

処するよう要請をしたところです（別紙3）。 

 

 消費者庁としては、引き続き、本件について、消費者トラブルの動向を注

視するとともに、必要に応じ、厳正な法執行に努めてまいります。 
 

（注）本日、独立行政法人国民生活センターにおいて、本件の消費者トラブルに関し報道

発表を行ったところ（別添参照）。 

 

 

 
問い合わせ先 

消費者庁政策調整課 

企画官 山下、主査 佐竹 

電話：03-3507-9188 












	HP掲載（プレスリリース）
	HP掲載（別添）.pdf

